
瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念パートナーシップイベント公募要領 

 
平成 26 年 1 月 24 日 

環境省中国四国地方環境事務所 
 
この要領は、瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念パートナーシップイベントの

公募について定めるものである。 
 
１．目的・趣旨 

瀬戸内海国立公園指定 80 周年に関連する行事等を「瀬戸内海国立公園指定

80 周年記念パートナーシップイベント」（以下、「パートナーシップイベント」

という。）として認定するとともに、中国四国地方環境事務所のホームページ等

において一元的に情報発信する。 
このことにより、独自に企画される各行事等の情報共有を図り、相互に PR

することを通じて、各行事等と瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念の広報活動を

効果的に行うことを目的とする。なお、各パートナーシップイベントは、それ

ぞれの主催者の責任において実施されるものであり、中国四国地方環境事務所

がその行事の結果について責任を負うものではない。 
 
２．広報内容 

パートナーシップイベントのスケジュール及び概要を中国四国地方環境事務

所ホームページ及び瀬戸内海国立公園ホームページのトップページに設置する

「瀬戸内海国立公園指定 80周年特設サイト」内における「その他イベント情報」

（以下「特設サイト内イベント情報」という。）に掲載する。 
また、パートナーシップイベントに認定された行事等においては、別紙「瀬

戸内海国立公園指定80周年記念パートナーシップイベントシンボルマーク使用

取扱要領」にしたがってシンボルマークを使用することができる。 
 
３．公募の要件 
公募の要件は、次の各項を満たすこととする。 

 
（１）主催者 

主催者が次の号のいずれか一つに該当するものであって、かつ、役員等の

関係者が信用し得るものであること。 
ア 国の行政機関（特殊法人、独立行政法人、認可法人等政府関係機関を含



む。）及び国立大学法人 
イ 地方公共団体（公立大学法人、地方独立行政法人を含む。） 
ウ 国際機関等 
エ 公益社団法人、公益財団法人又はこれに準ずる団体（宗教法人を除く。） 
オ 新聞、ラジオ、テレビ等の報道機関 
カ 行事の開催を目的として設けられた実行委員会、組織委員会（その事務

局が国の行政機関、国立大学法人、地方公共団体、環境省記者クラブ所

属の報道機関、公益社団法人又は公益財団法人に置かれており、かつ、

当該団体等の長又はそれに準ずる者が構成メンバーになっているもの、

及びその構成メンバーが主として国の行政機関、国立大学法人、地方公

共団体、環境省記者クラブ所属の報道機関又は公益社団法人又は公益財

団法人の長又はそれに準ずる者であるものに限る。以下「実行委員会等」

という。） 
キ その他上記各号に準ずると認められるもの（一般社団法人、一般財団法

人、特定非営利活動法人を含む。） 
 

（２）行事等の内容 
行事等の内容が、次の各号に適合するものであること。 

ア 平成 26 年１月１日から平成 26 年 12 月 31 日までの間に開催されるもの

であること。 
イ 不特定多数の者を参加対象とするものであること。 
ウ 営利を目的としたものではないこと。 
エ 次のいずれかに該当するものであること。 
 ①瀬戸内海の自然景観の保全・復元に寄与するものであること。 
 ②瀬戸内海の生物多様性の保全に寄与するものであること。 
 ③瀬戸内海国立公園の魅力を体験できるものであること。 
④瀬戸内海国立公園の魅力の発信、普及又は啓発に積極的に寄与するもの

であること。 
 

４．応募方法 
応募用紙（様式１及び２）に必要事項を記入・押印の上、添付書類を添えて、

郵送又は持参により、下記提出先に１部提出する。 
○提出先：環境省中国四国地方環境事務所 
○担当：河村 

※提出書類の返却はいたしません。 

 



５．応募書類の受付期間 
平成 26 年１月 24 日～平成 26 年 12 月 15 日 

 
６．認定の方法 

環境省中国四国地方環境事務所において、上記３の要件を満たしているかど

うかの審査を行う。認定結果は別紙様式３により回答する。 
 
７．その他 

行事の開催にあたっては、次の事項に配慮すること。 

（１） 廃棄物対策、温暖化防止対策等に十分な措置が講ぜられていること。 
（２） 特定の企業、商品又はサービスの宣伝等に利用されないこと。 
  



（様式１） 
平 成  年  月  日 

 
 
 中国四国地方環境事務所長 殿 
 
 

申請者 住  所 
    氏  名            印 

 
 

（行事等の名称）に対する瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念 
パートナーシップイベントの認定について（申請） 

 
 （行事等の名称）に対する瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念パートナーシップイベ

ントの認定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 なお、当該パートナーシップイベントの目的・趣旨を十分理解して申請することを申

し添えます。 
 
 
 
  
（ 添付書類 ） 

１ 行事の内容（次第等）を示す書類 
２ 収支予算書 
３ 主催者が民間団体の場合には定款、寄付行為、会則、役員名簿、活動状況等団

体の性格、行事等の内容を示す書類 
４ その他中国四国地方環境事務所から提出を求められた書類 



（様式２） 
行事等の名称  
行事等の URL  
主催者  
主催者の

所在地 
（〒   －    ） 
 

代表者名  
担当者名  
連絡先等 電話  

FAX  
E メールアドレス  
主催者の URL  

行事等の開催期間（開催日） 平成 年 月 日（ ）～ 月 日（ ） 
行事等の参加対象者・定員  

行事等の開催目的 
 

以下①～④のうち、該当するものの番号： 

①瀬戸内海の自然景観の保全・復元に寄与する。 
②瀬戸内海の生物多様性の保全に寄与する。 
③瀬戸内海国立公園の魅力を体験できる。 
④瀬戸内海国立公園の魅力の発信、普及又は啓発に積極的に寄与する。 

上記の番号に該当する理由 

 

行事等の開催場所（使用施設） 

 

行事等の入場料  

行事等の後援団体  



（様式３（１）） 
文 書 番 号 
平成   年   月  日 

 
 
 
  申 請 者  殿 
 
 
 

中国四国地方環境事務所長  印 
 
 
 

○○○○に対する瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念 
パートナーシップイベントの認定について(回答) 

 
 平成 年 月 日付けで申請のあった標記について、瀬戸内海国立公園指定 80 周年

記念パートナーシップイベントとして認定します。 
 なお、事業計画に変更等があった場合は、必要な書類を添付して直ちに届け出てくだ

さい。行事の実施に当たっては、廃棄物対策、地球温暖化対策等に十分配慮してくださ

い。また、特定の企業、商品又はサービスの宣伝等に利用されないよう十分注意して下

さい。 
  



（様式３（２）） 
文 書 番 号 
平成   年   月  日 

 
 
 
  申 請 者  殿 
 
 
 

中国四国地方環境事務所長  印 
 
 
 

○○○○に対する瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念 
パートナーシップイベントの認定について(回答) 

 
 平成 年 月 日付けで申請のあった標記について、厳正な審査を行った結果、瀬戸

内海国立公園指定 80 周年記念パートナーシップイベントとして認定することができま

せんでしたので、お知らせいたします。 
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